
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

 令 和 ５ 年 1 1 月 ７ 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
市 長 室  

案 件 名 称  
財 産 （ 旧 三 崎 中 学 校 跡 地 等 城 山 地 区 事 業 用 地 の 一

部 ） を 処 分 す る 議 案 の 基 本 方 針 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

     ―  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

下 記 の 事 項 を 基 本 方 針 と し て 決 定 す る こ と に つ い て  

１  議 案 の 目 的  

議 会 の 議 決 を 要 す る 財 産 の 処 分 を 行 う た め 、 地 方 自 治 法

（ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 9 6 条 第 １ 項 第 ８ 号 及 び 議 会 の 議 決

に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和

3 9 年 三 浦 市 条 例 第 ４ 号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求

め る 。  

２  議 案 の 要 旨  

旧 三 崎 中 学 校 跡 地 等 城 山 地 区 事 業 用 地 の 一 部 の 土 地 を 三 浦

地 所 株 式 会 社 に 対 し て 処 分 価 格 2 3 9 , 7 3 8 , 7 8 4円 で 売 払 い す る 。  

現 状 と 課 題  

三 浦 市 で は 、 平 成 2 6 年 ４ 月 の 中 学 校 合 併 に 伴 い 廃 校 し た 三

崎 中 学 校 と 市 役 所 な ど の 公 共 施 設 を 有 す る 土 地 か ら な る 旧 三

崎 中 学 校 跡 地 等 城 山 地 区 （ 以 下 「 三 中 跡 地 」 と い う 。 ） に お

い て 、 三 浦 市 の 重 要 な 観 光 資 源 で あ る 三 崎 漁 港 に 近 い と い う

立 地 を 生 か し 、 関 係 人 口 の 創 出 、 観 光 客 の 滞 在 時 間 延 長 や 消

費 額 の 増 加 等 に 資 す る 観 光 拠 点 の 形 成 を 目 指 す 用 地 利 活 用 プ

ロ ジ ェ ク ト に 取 り 組 ん で い る 。  

令 和 ３ 年 度 に 行 っ た 同 プ ロ ジ ェ ク ト に 係 る 事 業 者 募 集 に よ

り 契 約 候 補 者 を 選 定 し 、 令 和 ４ 年 １ 月 3 1 日 付 け で 三 浦 地 所 株

式 会 社 と 基 本 協 定 を 締 結 し た 。  

三 浦 地 所 株 式 会 社 と の 協 議 の 結 果 、 令 和 ８ 年 ４ 月 の 市 役 所

本 庁 舎 移 転 に 先 立 ち 、 三 中 跡 地 の う ち 庁 舎 以 外 の 土 地 に つ い

て 、 土 地 売 買 契 約 を 処 分 価 格 2 3 9 , 7 3 8 , 7 8 4円 で 行 う 。  

今 回 の 土 地 売 買 契 約 に お け る 対 象 用 地 の 売 払 い に は 、 議 会

の 議 決 を 経 る 必 要 が あ る 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

三 中 跡 地 の 一 部 の 土 地 の 売 払 い の た め 、 三 浦 地 所 株 式 会 社

と 土 地 売 買 （ 仮 ） 契 約 書 を 締 結 し 、 令 和 ５ 年 第 ４ 回 三 浦 市 議

会 定 例 会 に 財 産 の 処 分 に 係 る 議 案 を 提 案 し た い 。  



総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

 大 網 ２  も て な し の 心 を も つ 都 市 を め ざ し て ~ 交 流 を 育 む  

 目 標 ２  企 業 ・ 起 業 家 へ の も て な し 環 境 づ く り  

 施 策 １  企 業 が 立 地 ・ 定 着 ・ 発 展 す る ま ち づ く り  

備 考  説 明 員  小 林 市 長 室 統 括 課 長  鈴 木 市 長 室 主 査  

 


